
●
農
業
に
要
し
た
水
道
光
熱
費
の
領

収
書

●
農
業
共
済
掛
金
の
領
収
書
な
ど

※
あ
ら
か
じ
め
各
種
類
に
分
別
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
金
額
を
計
算
し

て
き
て
く
だ
さ
い
。
家
事
用
の
領

収
書
な
ど
は
経
費
に
で
き
ま
せ
ん
。

譲
渡
所
得
が
あ
る
か
た

収
用
に
よ
る
譲
渡
な
ど
で
、
所
得

額
が
特
別
控
除
額
以
下
に
な
る
場
合

は
、
所
得
税
や
市
・
県
民
税
が
課
税

に
な
ら
な
く
て
も
国
民
健
康
保
険
税

の
減
額
判
定
資
料
に
な
り
ま
す
の
で
、

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談
時
に
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
譲
渡
・
山
林
所
得
用
の
申
告
書
が

必
要
な
か
た
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
か
た

医
療
費
の
領
収
書
の
合
計
金
額
を

計
算
し
て
き
て
く
だ
さ
い
。
通
院
に

か
か
っ
た
交
通
費
は
、
公
共
交
通
機

関
を
利
用
し
た
場
合
な
ど
に
医
療
費

に
算
入
で
き
ま
す
。
自
家
用
車
で
往

復
し
た
場
合
や
、
同
乗
の
際
の
ガ
ソ

リ
ン
代
を
公
共
交
通
機
関
に
換
算
し

て
算
入
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

税
制
改
正
が
あ
り
ま
し
た

地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

（
所
得
税
、
市
・
県
民
税
）

従
来
の
短
期
損
害
保
険
料
控
除
が

無
く
な
り
、
新
た
に
地
震
保
険
料
控

除（
所
得
税
は
最
高
５
万
円
、市
・
県

民
税
は
最
高
２
万
５
千
円
）が
で
き

ま
し
た
。
た
だ
し
、
旧
長
期
損
害
保

険
料
は
、
平
成
１８
年
１２
月
３１
日
ま
で

に
契
約
し
た
も
の
に
限
り
控
除（
所

得
税
は
最
高
１
万
５
千
円
、
市
・
県

民
税
は
最
高
１
万
円
）で
き
ま
す
。

地
震
保
険
と
旧
長
期
損
害
保
険
が

あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
た

金
額
の
合
計
額
で
、
所
得
税
で
最
高

５
万
円
、
市
・
県
民
税
で
最
高
２
万

５
千
円
控
除
で
き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
１８
年
１２
月
３１
日
ま
で

に
契
約
し
た
地
震
保
険
の
中
に
、
旧

長
期
損
害
保
険
を
含
む
場
合
は
、
ど

ち
ら
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
控

除
額
を
計
算
し
ま
す
。

６５
歳
以
上
の
非
課
税
廃
止

（
市
・
県
民
税
）

昭
和
１５
年
１
月
２
日
以
前
に
生
れ

た
か
た
で
、
合
計
所
得
が
１
２
５
万

円
以
下
の
か
た
に
係
る
非
課
税
措
置

を
段
階
的
に
廃
止
し
て
き
ま
し
た
が

２０
年
度
で
完
全
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用

（
市
・
県
民
税
）

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額

を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
か
た
は
、
申

告
す
る
こ
と
で
、
控
除
額
の
減
少
分

を
市
・
県
民
税
か
ら
控
除
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
控
除
は
、
毎
年
「
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
提

出
し
な
け
れ
ば
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
今
年
の
提
出

期
限
は
３
月
１７
日（
月
）で
す
。

会 場

矢 立
公民館

花 岡
公民館

釈迦内
公民館

下川沿
公民館

総 合
開 発
センター

二井田
公民館
（真中地区
を含む）
高齢者若者
センター

比 内
総 合
支 所

十二所
公民館

中 央
公民館
（長木地区、
上川沿地区を
含む）

受付相談地区（行政区別）

白沢全区、松原、寺ノ沢、陣場全区、粕田全区、中羽立、
岩本、清水川、橋桁、長走、日景温泉、矢立育成園

本郷上、本郷下、繋沢、土目内、泉田、桜町全区、猫鼻、
鳥内、十三森、二井山、神山、西前田、長森・白根山・
花岡各団地、大森、大森団地、姥沢、神山社宅、神山荘

小釈迦内、松木全区、沼館全区、大通、中通、上通、高館下、
松峰、向羽立

板子石、雇用促進住宅（釈迦内）、卸町、上袋町、日景町全区、
釈迦内中台、山神台、商人留

獅子ケ森全区、日鉱全区、長面、長面袋、二ツ森、県市公営住宅

川口全区、鳴滝、大道下、横岩、餅田全区、山田渡、
立花全区、西大館町、隼人町、赤石沢、餅田団地

茂屋、田の沢、谷地の平東、谷地の平緑、谷地の平西、南町、
中島、本郷１・２・３、外川原、長慶荘

新明岱、前田、川反、館町、上名、向館、赤坂、柏木、
保滝沢、美杉、出口１・２・３・４・５・６、若杉

岩野目、中仕田、大岱、李岱、深沢、深岱、大渕、大野、
高岨、中谷地、大野岱、桜花、赤坂下、比立内

蛭沢、田茂の木、越山、羽立、長谷地、大石渡、平滝、
下岩瀬、大柳、街道脇、玉石、伊勢堂下、杉子沢、赤沼

羽貫谷地、上岩瀬、代野、赤川、上軽石野岱、桜岱、大巻、
長坂、みのり台、長坂坂地、坂地

★まだ、申告がお済みでないかた（全地域）

櫃崎、小袴、大披、出川、高戸谷、赤石、板沢、下川原（全区）、
杉沢、比内前田、大子内

下村、町、館、高村、小坪川原、中台、四羽出、本宮

大�温泉、大谷、大�、森越、長部、大渡夏焼、森合

比内丁、馬喰町、独鈷、釣田、達子
大町、中町、東雲町、伊勢町、向田、田尻、水曲、羽立、沼田、谷地中
新町、市川、沢、日詰、炭谷、笹館、小新田、大原木
曙町、南町、中野、大巻、弥助
八幡町、笹渕、横町、長内沢、五日市、片貝、二ツ森、寺崎

新丁、裏通町、扇ノ丁、二タ又間戸石、竹原、味噌内中、
味噌内下、宿内、前田野

下川端、上川端、朝日町、新館、駒橋、野開、八木橋、畑沢、
板戸、水沢、白沢、小坪沢

★まだ、申告がお済みでないかた（全地域）

曲田、大滝全区、軽井沢全区、道目木、平内、沢尻、成章園、
軽井沢福祉園、道目木更生園

上新町、上町、中町、下町、浦山、別所、猿間、�原、
つくし苑、ケアハウスほうおう

上代野、下代野全区、東二ツ屋、宮袋、大茂内、大明神、新沢、
赤沢、黒沢、茂内屋敷、水沢、篭谷、石渕、二ツ屋、蕷ヶ岱、水交苑

小茂内、芦田子、塞の神、小雪沢、天下町全区、鳳町、
小館花、根下戸、舟場

中山、沢山、羽立、金谷、餌釣、池内、萩野台全区、南ヶ丘、
雇用促進住宅、たつみ町、緑ヶ丘、南たつみ町

桂城、長倉町、愛宕町、古川町、大下町、鉄砲場、通町、
独鈷町（市営水門前住宅含む）、川原町、栄町、田町、末広町、
弁天町、大正町、新富町、大町全区、寺町、豊町、水門町、
清水町住宅、清水南町

金坂、赤館、部垂町、桜町、相染町、向町、一心町、谷地町、
南町、田代町全区、新町、中町、馬喰町、柄沢、東台１区、
市営住宅（新町・中町・向町）、旭ヶ丘

長根山、仲見世、曙町、東台２区～４区、御坂、常盤木町、
昭和町、神明町、南神明町、東新、新地、城西町、中神明町

東町、北神明町、住吉町、小館町、泉町、御成町二丁目～
五丁目、片山全区、片山市営住宅、天神町、片山町三丁目、
天神緑町、美園町、根下戸新町

御成町一丁目全区、東成町、中道、清水町、有浦一丁目～
六丁目、御成町市営住宅、東有浦町、中道１区

★まだ、申告がお済みでないかた（全地域）

期 日

２月
６日（水）

７日（木）

８日（金）

９日（土）

１１日（月）

１２日（火）

１３日（水）

１４日（木）

１５日（金）

１６日（土）

１８日（月）

１９日（火）

２０日（水）

２１日（木）

２２日（金）

２３日（土）

２５日（月）

２６日（火）

２７日（水）

２８日（木）

２９日（金）

３月
１日（土）

３日（月）

４日（火）

５日（水）

６日（木）

７日（金）

８日（土）

１０日（月）

１１日（火）

１２日（水）

１３日（木）

１４日（金）

１５日（土）

１７日（月）

市・県民税申告相談日程
指定日に都合が悪いかたは、都合の良い日の会場にお越しください。

※日曜日は申告相談を休みます。

広報大館２００８．１．１６�


